
実効性の高い避難訓練の在り方 

避難訓練の実効性を高める手立て 
平岸西小学校  

 
１ 避難訓練のねらい 

  避難訓練には、次の３つのねらいがある。 

 

 

 

 
 
２ 避難訓練の設定 

避難訓練は、主に①地震 ②火災 ③地震による火災 ④地震による津波 ⑤台風等による河川

の氾濫や土砂災害 ⑥不審者侵入 ⑦Ｊ－ＡＬＥＲＴの７つの想定が考えられる（学校の設置場

所によっては④⑤は無い）。 

〔火災時の避難訓練における出火場所の想定〕 

  校内で火災が発生する可能性がある場所（意図的な引火ではない）は、「給食室」「家庭科室」

「理科室」の３か所である（給食の子学校の場合、給食室を除く２か所である）。 

  また、近隣の住宅での出火の場合、校地に隣接している住宅で校舎に延焼する恐れがあるの

であれば校舎外への避難が必要だが、延焼する恐れが無いのであれば校舎内に留まっていた方

が安全である。 

３ 実効性を高める手立て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
４ 避難訓練を所管する組織 

避難訓練を所管するのは、学校安全委員会（特別委員会）である。指導部（行事部や学級活

動部）が所管していると、ねらいが「子どもにとっての避難訓練」のみになってしまうととも

に、成果と課題の取りまとめも遅くなり実効性が高まらない。 

○すべての避難訓練を「（子どもへの）予告無し」で実施する（年１～２回程度、教職員への

予告無しの避難訓練を企画することも考えられる）。 

○教頭は、放送での指示や関係機関との連絡などで職員室に留まっている時間が必要なので、

グラウンドの本部設置は教務主任が担当する。 

 ※放送で指示を出すのは、教務主任ではなく管理職である。 

○地震による校舎倒壊の恐れは無いので、地震による避難場所は、グラウンドではなく体育館

とする。なお、避難ではなく、あくまでも安否確認のための「集合」である。 

 ※胆振東部地震で校舎が倒壊しないことは実証済みである。 

○夏期間は「低学年優先」、冬期間は「高学年優先」で避難する。 

〔理由〕外は気温が低く、グラウンドの雪を踏み固めて避難場所を作ることも想定されるた

め、低学年より高学年が先にグラウンドに出た方がよい。 

○火災による避難訓練の場合は、防火扉を閉め、防火戸を通過する訓練も取り入れる。 

○階段は、内回り・外回りで２学年同時に降りる。ただし、防火扉が閉まった場合は、一人ず

つしか通過できないので階段が混雑するが、これは想定内の出来事である。 

○教頭（校長）が校内放送で伝える情報を対象者に応じて区別して伝える。〔教職員向けの連

絡、子どもへの指示、全員への一斉避難指示〕 

○休み時間の避難訓練で、教職員の配置を決めない。 

○冬期間の避難訓練は、予め防寒具を身に付けたり、教室に外靴を持って来ておいたりしない。 

○本部の旗はいらない。教務主任が立っている場所が本部であり、校長がかぶっている三本線が

入ったヘルメットが最高責任者の目印である。だから、管理職はヘルメットを装着している。 

○担任から本部の教務主任への報告は「○年○組全員います。」でよい。「男子○名、女子○名

…」はいらない。 

①子どもが緊急時の避難の仕方を知る。 

②教職員が緊急時の対応の仕方を知り、危機管理能力を高める。 

③管理職が的確な指示を出して教職員と子どもを動かすとともに、避難の仕方を検証し、実

効性の高い安全体制を構築する。 



実効性の高い避難訓練の在り方 

避難経路図の在り方 
平岸西小学校  

 
１ 基本的な考え方 

  次の２つを組み合わせた避難経路図を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

避難訓練であれば短時間なので、冬季でも上靴のままでもよいと考えがちであるが、実際に

火災が発生してグラウンドに避難した場合、短時間で校舎内に戻れるとは考えにくい。防寒対

策（ウェアの上下、帽子、手袋、外靴の着用）は必要不可欠である。 

火災はいつ発生するか想定できないので、事前に外靴を教室に持って来ておき、玄関以外の

場所からグラウンドに避難するという避難の仕方は、現実にはあり得ない。冬季は、必ず玄関

で外靴に履き替えることになる。 

２ 本校の避難経路図 

４階建てで東階段と西階段の２つの階段があるが、東階段１階付近に給食室があるため、「給

食室から出火」の場合、東階段は使用できない。そこで、下のような４つの避難経路図にして

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔夏季・給食室以外の出火の場合〕         〔夏季・給食室から出火〕 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   〔冬季・給食室以外の出火の場合〕         〔冬季・給食室から出火〕 

①火災が発生して通過できない経路がある 

  校内で火災が発生する可能性がある場所（意図的な引火ではない）は、「給食室」「家庭

科室」「理科室」の３か所である（給食の子学校の場合、給食室を除く２か所である）。給

食室や特別教室の配置は、学校によって異なるので、各学校ごとに「出火場所によって通

過できない経路がある」ことを踏まえて作成する。 

②冬季は外靴に履き替えるため、必ず玄関を通過する 

  夏季は、上靴のまま体育館等からグラウンドに避難できるが、冬季は、防寒対策として

外靴に履き替えてグラウンドに避難することが大切である。そこで、冬季は、夏季とは異

なり、必ず玄関を通過することになる。 


